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F16M 他の所に属するエンジン，機械または
装置に特有でない，エンジン，機械ま
たは装置のフレーム，ケーシングまた
はベッド；スタンド；支持体 

注 

次の箇所に注意すること。 

Ｂ２１Ｂ ３１／０２ 金属圧延スタンドのフレーム 

Ｇ０１Ｄ １１／３０ 特に指示または記録装置に適用され

る支持［５］ 

サブクラス内の索引 

フレーム,ケーシングまたはベッド 

移動できるもの ................................... 3/00 

エンジン,機械または装置用 ................... 1/00,5/00 

基礎;細部 ................................... 9/00;7/00 

スタンドまたは支持体 ...................... 11/00,13/00 

1/00 エンジン，機械または装置のフレームまた

はケーシング；機械のベッドの役をするフ

レーム［２］ 

1/02 ・往復動エンジンまたは同様の機械用 

1/021 ・・クランク軸のハウジング用 

1/022 ・・・トンネル形，すなわちクランク軸が

軸方向にのみ導入されるもの（星形シリ

ンダ配置のエンジンまたは機械用Ｆ１６

Ｍ１／０２３） 

1/023 ・・・星形シリンダ配置のエンジンまたは

機械に特に適合したもの 

1/024 ・・・エンジンまたは機械の動力伝達部分，

例．連接棒，の組み立てを容易にするも

の 

1/025 ・・・ケーシング中の軸受の組み立て，例．

アンカボルトをもつもの 

1/026 ・・クランク軸以外のエンジンまたは機械

の可動部分のハウジング用，例．弁装置

のハウジング 

1/04 ・ロータリエンジンまたは同様の機械用 

1/08 ・板材または溶接部品で組み立てることを

特徴とするもの 

3/00 可搬形または車輪付のフレームまたはベッ

ド，例．緊急動力供給集合体用，コンプレ

ッサーセット用（車両の構造一般Ｂ６０～

Ｂ６２） 

5/00 エンジンベッド，すなわち基礎上にエンジ

ンまたは機械を支持する装置 

7/00 基礎またはベース上でエンジンベッド，フ

レームまたは支持脚を取り付けまたは調整

するための装置の細部；エンジンの動かな

い部分，例．シリンダブロック，の取り付

け（吸振のため弾性的懸架Ｆ１６Ｆ，特に

Ｆ１６Ｆ１５／０４） 

9/00 支持される機械に関する基礎の特別な配置

（機械の基礎Ｅ０２Ｄ２７／４４） 

11/00 その上に置かれた装置；物品を支持するス

タンドまたはきゃたつ（頭部のないものＦ

１６Ｍ１３／００；製図板のスタンドＡ４

７Ｂ９７／０４；展示用スタンドＡ４７Ｆ

７／００；職人用Ｅ０４Ｇ１／３２；照明

装置の支持または懸架Ｆ２１Ｖ２１／０

０）［２００６．０１］ 

11/02 ・頭部 

11/04 ・・装置の取り付け手段；スタンドに対す

る装置の調整手段 

11/06 ・・・回転可能なもの 

11/08 ・・・・垂直軸を中心とするもの 

11/10 ・・・・水平軸を中心とするもの 

11/12 ・・・・二つ以上の軸を中心とするもの 

11/14 ・・・・・球継ぎ手をもつもの（ボール接

続ヒンジＦ１６Ｃ１１／０６） 

11/16 ・・頭部支持脚の取り付けに関する細部で，

固定部材の作用があるものまたはないも

の 

11/18 ・・装置をスタンドに対し相対的に動かす

機構をもつもの 

11/20 ・車輪付きまたは車輪なしの機体支持構造 

11/22 ・・大体一定の高さをもつもの，例．一定

の長さの柱または脚をもつもの（Ｆ１６

Ｍ１１／４２が優先） 

11/24 ・・脚の高さまたは長さが変更できるもの，

および運搬のためにのみ変更できるもの

（Ｆ１６Ｍ１１／４２が優先） 

11/26 ・・・伸縮自在のもので折りたたみできま

たはできないもの（伸縮部分のみの構造

に関する細部Ｆ１６Ｂ７／１０） 

11/28 ・・・・単一の伸縮自在の柱をもつ支持体

のための機体支持構造 

11/30 ・・・・・一緒に動く側部支柱をもつもの 

11/32 ・・・・三つ以上の伸縮自在の脚を持つ支

持体のための機体支持構造 

11/34 ・・・・・脚のひろがりを制限する部材 

11/36 ・・・・・足の滑り止め部材 

11/38 ・・・折りたたみによるもの 

11/40 ・・・コイル巻きまたは曲げ可能の脚によ

るもの 

11/42 ・支持体を推進するための装置をもつもの 

13/00 装置または物品を位置づけるための他の支

持体（その頭部はＦ１６Ｍ１１／０２；地

面にさし込まれる支持具Ａ４５Ｆ３／４

４）；携帯できる装置または物品を安定させ

るための手段 

13/02 ・目的物，例．樹木，門，窓枠，自転車，

に支持されるものまたはこれに取り付け

るためのもの 

13/04 ・人間に支持されるものまたは人間に関し

てしっかりと保持するもの，例．チェン

によるもの 
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13/06 ・他の目的にも使用できるもの，例．鋤（す

き），椅子，スキーの杖として使用できる

もの 

13/08 ・・歩行用杖に使用されるもの 

 


